
事業者名　　　　　有限会社　松友興業

所在地　　葛飾区東堀切3丁目24番5号・3Ｆ

作成日　　　　　令和4年5月27日

  運用期間：　令和３年４月 ～ 令和４年３月

エコアクション ２１

環境経営レポート



　1） 事業所及び代表者氏名

有限会社　　　松友興業　　　

代表取締役　　松原　学

　2） 所在地

・ 本社 　　　　　　　　　　　東京都葛飾区東堀切３丁目２４番５号・3Ｆ

・ 資材置場・寮・駐車場       東京都葛飾区西亀有1丁目8番11号　　

　3） 環境管理責任者

環境管理責任者　　　大　井　　清　隆

連絡先　　電話　　　03-3601-6899

　　　　　Ｆａｘ 　 03-3602-3449

メール shouyu-k@zpost.plala.or.jp

　4） 事業内容

上・下水道、土木・舗装、給排水設備　各工事の積算及び施工

　5） 事業の規模

　6） 事業許可番号　 東京都知事　（ 特 － 30 ）　第　109934　号

有効期限　　　　　　平成35年11月4日

1.事業活動の概要

建築業の種類　　　土木工事業、とび、土木工事業、舗装工事業、水道施設工事業

　7）　対象範囲　　　　　　当社全活動・全組織を対象としています
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基本理念

　(有)松原工業は創業以来、上・下水道・土木工事等の地域活動を進めて行く中、

環境保全活動が重要課題の一つであると認識し、定める環境経営システムに従じて

行動し、実現して行きます。

環境経営方針

①　エコアクション２１に基づく環境経営システムを構築し、継続的な活動を行い

　　環境負荷の低減を目指します。

②　環境経営目標・環境経営計画を定め、環境保全の向上を目指します。

③　環境に関する法令、及び条例、規制を遵守します。

④　従業員にも環境の教育を行い、意識、高揚を図ります。

⑤　以下の項目を重点活動項目と定め、環境負荷の低減を図ります。

　　◦電気、軽油、ガソリンなどのエネルギ－の使用量の低減に努めます。

　　◦水の使用量の節約に努めます。

　　◦工事現場から出る産業廃棄物の適正管理に努めます。

制定日 平成 ２１年  ８月 ２５日

改定日 令和 　元年　４月　１日

環境経営方針

有限会社　松友興業
代表取締役　松原　学



作成日：

代表者（社長）

環境管理責任者

環境事務局

部門長

全従業員

・環境活動レポートの承認

3.環境経営システム組織図

　令和4年　4　月　11　日

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境管理責任者を任命

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境目標・環境活動計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施・指示

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ票を承認

・環境目標・環境活動計画書を承認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境活動レポートの確認

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組みの自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境活動レポートの作成、公開（地域事務局への送付）

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成

　テスト、訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

大 井 清 隆

宇 佐美雄 大環境事務局

環境管理責任者

代表者 ： 松 原 学

営業 ・ 工務部

工 事 部

現 場

経 理 ・ 総 務 部

：

：



2021 2021年度 2022 2023

基準値 年度目標 実績 年度目標 年度目標

基準値比 基準値比 基準値比

-1.5% -2.0% -2.5%

電力（ｋWh) 事務所 3,572 3,518 3,390 3501 3,483

現場・寮 21,873 21,545 9,056 21436 21,326

25,445 25,063 12,446 24,936 24,809

（kg-CO2） 11,577 11,404 5,663 11,346 11,288

ガソリン（L） 2,618 2,579 2,204 2,566 2,553

(kg-CO2) 6,074 5,983 5,114 5,952 5,922

軽油（L） 27,712 27,296 23,478 27,158 27,019

（kg-CO2) 71497 70425 60575 70,067 69,710

灯油（L） 314 309 0 308 306

(kg-CO2) 782 770 0 766 762

LPG（Kg） 事務所 6.3 6.21 4.6 6.17 6.14

寮 376.5 370.9 190.9 369.0 367.1

382.8 377.1 195.4 375.1 373.2

(kg-CO2) 1,148 1,131 586 1,125 1,120

一般廃棄物（kg） 事務所 512 505 500 99.1% 500 500

産業廃棄物（t） 現場 700 690 334 48.4% 686 683

事務所 29.3 28.9 21.6 74.8% 28.7 28.6

現場・寮 820 808 589 72.9% 804 799

二酸化炭素合計 91,078

現場

事務所

合計

※3　今後量に特に大きな変化がないと思われるので、事務所の一般廃棄物（ｋｇ）500ｋｇを設定限度とする。

・CO2排出係数は、電力はH30年東京電力㈱の実排出係数0.455kg-CO2/kＷh、ガソリンは2.32kg-CO2/L、軽油は
2.58/L、灯油は2.49kg-CO2/L、LPGは３kg-CO2/kgを使用した。

※1　基準値は、2018年（平成30年）4月～2019年（平成31年）３月　実績値

※2　産業廃棄物は入札案件工事の有無・工事内容により変動する
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5．環境経営計画の内容・取組結果と評価・次年度の取組内容

次年度の

取組内容

・トイレや使用していない照明の消灯

・ＰＣ電源を退出時にＯＦＦ

・エアコン温度の適正化

・使用していない照明の消灯

・退室時エアコン・こたつＯＦＦ

・エアコン温度の適正化

ガソリン 事務所 ・エコドライブに努める 定着している 継続実施

軽油 現場・寮 ・工事車両は停車時エンジンを切る ほぼ定着している 継続実施

灯油 事務所 ・室温の適正化 定着している 継続実施

事務所 ・お湯を無駄に使わない 定着している 継続実施

現場・寮 ・お湯を無駄に使わない ほぼ定着している 啓蒙に努める

・分別を徹底する

・無駄なコピーはしない

産業廃棄物

（ｔ）

水道水

（㎥）

現場・寮
・節水に努めるが工事現場の清掃用は、
工事件数に左右される

定着している 継続実施

・建設副産物の分別再資源化

・排ガス規制・低騒音重機の使用

・周辺住民への周知

5
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本社事務所
周辺

・本社事務所周辺の道路等の清掃 毎日実施 継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

環境目標 活動計画の内容 取組結果と評価
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確認
結果

実施者

情報システムの活用 ○ 大井

再生建設資材等の活用 ○ 大井

適正な再資源化等の実施 ○ 大井

○ 大井

車両に証明シールを貼る ○ 大井

建設機械に証明シールを張る ○ 大井

○ 大井

フロン排出抑制法 業務用エアコン　簡易点検 3ヶ月毎に点検実施 ○ 大井

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律

一般廃棄物、産業廃棄物の
収集運搬、処分の基準

指定箇所への委託処理(マニフェスト
等で確認)

６．環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果、並びに違
反・訴訟等の有無

法律・条例・その他名称 規制内容等 当社の対応状況

確認・評価
令和4年4月11日

建設リサイクル法に関する工
事実施要領

情報データ入力のうえ、関係部署に
提出

指定箇所から搬入(工事毎に指定あり)

建設工事に係る資材の再生資
源化等に関する法律

指定箇所への委託処理(マニフェスト
等で確認)

指定された分別ゴミを指定日にゴミ
集積所に出す(燃やすゴミは事業系
シールを貼る)

※環境関連法規への違反はありません。尚関連当局よりの違反等の指摘は
過去三年間ありません。訴訟もありません。

排出ガス対策型建設機械指定
要領

軽油を燃料とする自動車の
排気管等にDPFを装着

低騒音・低振動型建設機械指
定要領

建設機械の型式で、騒音及
び振動の測定値が基準値以
下

葛飾区廃棄物の処理及びリサ
イクルに関する条例

燃やすゴミ、資源ゴミ、燃
やせないゴミ、プラマーク
と分別する



７．令和３年度、代表者による全体の評価と見直し・指示

Ａ：前回の指示への取組結果

　　前回の指示事項

Ｂ：今回の評価結果

見直しに必要な情報

（環境管理責任者の報告事項） （有効に機能しているか、適切に実施されているか）

１．環境経営目標の達成状況

水使用量：目標達成出来た。

工事現場の環境配慮：公共工事等全ての工事で実施。

２．環境経営計画の実施及び運用結果 ＣＯ２：80％が軽油に起因するので、業務量に左右される。

新型コロナウイルス感染拡大の影響もある。

３．環境関連法規等の遵守状況 遵守評価をH3年4月11日に実施。問題なし。

４．外部からの環境に関する苦情・要望 特になし。

５．その他 新型コロナウイルス感染拡大の予防対策を徹底させる

Ｃ：（環境管理責任者への）指示内容

指示項目 変更する必要性判断

１．環境経営方針 なし

２．環境経営目標 なし

３．環境経営計画 なし

４．実施体制 なし

５．その他 なし

代表者の指示内容

2019年4月1日改訂済。

2019年度から見直し済。

同上。

変更なし。

新型コロナウイルス感染の予防対策徹底

工事現場の環境配慮：産廃再資源化、低騒音重機、近隣住民への工
事お知らせ等実施。

実施日 2022年5月27日

参加者 松原社長、大井

 テレビニュースで地球温暖化と思われる大暴風雨・大洪水の災害が今年もいろいろな地域であり、
地球環境の変化が気になります。さて、このエコアクション21の環境活動に参加をしてみて、いろいろな事の無
駄を見直し、節約志向が高まったことで良かったと思いますので次年度も継続して行こうと思います。今後も少
しづつ改善を重ねて環境負荷低減に努めていきたいと思います。

取組結果

廃棄物：事務所は昨年同値である。今後ほとんど値は変わらず500
ｋｇで下げ止まりとする。

新型コロナウイルス感染、まだまだ油断はできない。

代表者の評価結果

ＣＯ２：案件が小さいため、その分下請工事を多くした。目標値は
達成した。

廃棄物：案件の内容が小さいため産廃量は少なかった。

水使用量：寮の生活用水は、入居者数に左右され管理が難しい。工
事現場終了後の清掃用は、工事量に左右される。



◎本社および置場内のトイレ、台所、風呂場、階段、駐車場などの

　共同部分には清掃員を投入して環境の清掃に努めています。

◎新型コロナウイルス感染拡大対策「うがい」「手洗い」「手指消毒」「マスク着用」　

「3密回避」「不要不急の外出自粛」を指導し、手指用消毒液・マスクを全社員に対応できる様、

　確保しました。そして啓蒙運動も重ねております。

◎都・建設局・水道局にて随時開催される安全講習会に参加していましたが、
本年度も新型コロナウイルス感染拡大のためメールでの資料講習となりました。

◎町会クリーン作戦の一環として、持ち回り掃除当番をしています。

◎毎年12月28日は、会社・事務所・置場周辺の路上清掃をしています。

8.当社の社会貢献活動事例

②外部からの苦情の受付結果

◎特にありませんでした

③環境上の緊急事態と訓練計画

◎大地震などの「災害時における水道施設等の応急処置の協力に関する協定」を
　東京都水道局長との間で締結しました。（別紙証明書添付）

④環境に関する新たな取組み

①主要な教育・訓練の実施計画
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